
（ ）

人

人 7,187 6,920 6,690

6,920 6,690 6,472

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

Ｘ：「執行額（百万円）」
Ｙ：「被爆体験者精神医療受給者証交付者数（人）」

132 126 125万円

811/6,472844/6,690X / Y

26年度

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

原爆症調査研究等委託費

計

平成29・30年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由30年度要求

795/6,472

事業番号 0179

-

29年度当初予算

916/6,920

795

795 0

123

「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施につい
て」

26年度 27年度 28年度
目標最終年度

103 97

31

30

30

-

-

-

- -

795

関係する計画、
通知等

達成度

31

-

30

年度 年度

人

-

-

-

平成２９年度行政事業レビューシート 厚生労働省

執行額

939 849 821 795 0

844 811

執行率（％） 98% 99% 99%

平成１４年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する方を対象に、精神疾患（合併症含む）の治療等に係る医療費の支給
を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図ることを目的とする。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

人
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標

821

単位

単位当たり
コスト

-

916

被爆体験者精神影響等調査研究委託費
委託費：長崎県、長崎市
対象者：第二種健康診断受診者証の交付を受けた方で、現在、長崎県内に居住されている方
事業：健康教育の実施、精神疾患に関する診断、精神疾患の合併症に関する診断、被爆体験者精神医療受給者証の交付に関する事務、医療費の支給

- -

939

- -

- -

対象精神疾患の要医療性
が認められなくなった方の
人数

-補正予算

予備費等

当初予算

中間目標

被爆体験者精神影響等調査研究委託費 担当部局庁 健康局 作成責任者

事業開始年度

委託・請負

担当課室

事業名

会計区分

29年度

-

翌年度へ繰越し -

計

28年度

社会保障

-

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

30年度要求

予算
の状
況

27年度

849

被爆体験による精神的要
因に基づく健康影響に関連
する特定の精神疾患を有
する方を対象に、精神疾患
（合併症含む）の治療等に
係る医療費の支給を行うこ
と等により、その症状の改
善、寛解及び治癒を図るこ
とを目的とする。

実施方法

26年度

％

計算式

27年度

28年度26年度 27年度

活動実績
被爆体験者精神医療受給者証交付者数

29年度活動見込28年度

単位

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

主要政策・施策

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

一般会計

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
事業実績報告書

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

98% 99% 99%

29年度
活動見込

30年度
活動見込

-

6,472

総務課指導調査室
総務課指導調査室
小野　清喜

集計中 

毎 

集計中 

前年度実績 



-

-

- - -

- -

- --

- -

-

-

-

単位 26年度

経
済
・
財
政
再
生

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

- - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

28年度 29年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度 - 年度

-

成果実績 - - -

- 年度

達成度 ％

分野： - -

28年度 29年度

実績値

Ⅰ-5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること

-- - - -

- -

-

--- -

-

施策

政策

測
定
指
標

-

目標年度目標

年度

中間目標 目標年度

Ⅰ-5-4 原子爆弾被爆者等を援護すること

- -
定量的指標

ＫＰＩ
（第一階層）

-

-

-

施策の進捗状況（目標）

施策の進捗状況（実績）

27年度

-

28年度

年度

-

改革
項目

-

K
P
I

(

第
一
階
層

）

成果実績

単位
年度

目標値

本事業の成果と改革項目・KPIとの関係

-

年度

目標値

中間目標 目標最終年度計画開始時

-

定性的指標

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する方を対象に、精神疾患（合併症含む）の治療等に係る医療費の
支給を行うことにより、その症状の改善及び治癒等を図る。

- -



　目的（被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関
連する特定の精神疾患を有する方を対象に、精神疾患（合
併症含む）の治療等に係る医療費の支給を行うこと等によ
り、その症状の改善、寛解及び治癒を図ること）を考慮する
と、国が実施すべき事業である。

　事業目的（被爆体験による精神的要因に基づく健康影響
に関連する特定の精神疾患を有する方を対象に、その症状
の改善、寛解及び治癒を図ること）を考慮すると、重要性の
観点から国費を投入すべき事業である。

　被爆体験による精神疾患に関する診断、精神疾患の合併
症に関する診断、医療費の支給等に係るものであるため、
優先度の高い事業である。

　対象者の高齢化による被爆体験者精神医療受給者証交付者数の減少、医療費単価の動向といった要素を勘案しつつ、引き続き適切な規
模の予算確保に努める。

　被爆体験者精神医療受給者証交付者数の減少に伴い、予算規模も適切に減少してきており、そのため執行率については改善されてきてい
る。
各年度における単位あたりコストについても減少傾向にある。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

事業所管部局による点検・改善

-

国
費
投
入
の
必
要
性

点検結果

有

○

　当該事業を実施する上で、必要な経費（健康教育の実施、
精神疾患に関する診断、精神疾患の合併症に関する診断、
被爆体験者精神医療受給者証の交付に関する事務、医療
費の支給）に限定されている。

事業名

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

‐

-

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

点
検
・
改
善
結
果

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

関
連
事
業

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

当初見込みと概ね見合った実績となっている。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。
　医療費の支給は診療報酬審査機関を介し行っており、単
位あたりコストは妥当である。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

‐

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

-

前年度同数程度の受診者証の返還（要医療性が認められな
くなった）があり、目標に見合った実績となっている。

　当該事業を実施する上で、必要な経費（健康教育の実施、
精神疾患に関する診断、精神疾患の合併症に関する診断、
被爆体験者精神医療受給者証の交付に関する事務、医療
費の支給）に限定されている。

○

○

○

-

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

改善の
方向性

本事業の対象者となる者は、原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律施行規則附則第２条に規定する第二種健康
診断受診者証の交付を受けた者のうち、現に長崎県の区域
内に居住している者であって、精神医療受給者証の交付を
受けた者であることから、実施にあたって必要となる対象者
の確認などは、同区域内の自治体以外には実施不可能で
ある。
　したがって、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定に
基づき、長崎県、長崎市と随意契約により契約を締結してい
る。
再委託先については、一般競争入札による支出であり、選
定は妥当であるが、一者応札の改善のため、適宜、仕様書
の改善等に努める。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

‐

症状の改善、寬解及び治癒を図ることに活用されている。

○

有

評　価項　　目

○

○

事業番号所管府省名

-



-

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

備考

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見



※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

平成22年度

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

平成24年度

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成28年度

平成23年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度

181

154

176

158

167

130

176

厚生労働省 

811百万円 

  【随意契約（その他）】 

A 長崎市、長崎県（２県市） 811百万円 

委託契約に基づき、事業に

要する経費を交付。 

委託契約に基づき事業を実施。医療の実

施について、医療機関等へ委託。 

B 長崎県国民健康保険団体連合会等 

（2機関） 706百万円 

C （株）ニチイ学館等（2機関） 

6百万   D 医療機関（21機関） 

17百万円 

診療報酬の審査及び支払を実施。 
 

レセプトの点検を実施。 
 

要医療性の診断実施。 
 

【随意契約（その他）】 【一般競争入札】 【随意契約（その他）】 

E 医療機関（2,650機関） 
685百万円 

被爆体験者精神医療受給者証所持者

に対する医療の実施。 

 

  【随意契約（その他）】 

  〈事務費等82百万円〉 



0

使　途
金　額

(百万円）
使　途

金　額
(百万円）

E.A病院 F. 

費　目

8計

費　目

計 28 計

28

計 5

4

5

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

費　目

計 666

費　目 使　途

計 663

費　目 使　途

6

7

B.長崎県国民健康保険団体連合会
金　額

(百万円）

597

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

2

4

44

使　途

8

金　額
(百万円）

A.長崎市

2

20

扶助費 各医療機関に対する医療費扶助費

事務費

643

事務費
診療報酬明細書の写しのチェック等に関す
る経費

診療費 要医療性の診断実施に係る経費

扶助費 医療扶助費

調査書類作成費等

人件費 事務補助員賃金

各医療機関に対する医療費扶助費

委託費 医療費審査支払事務費

扶助費

受付・相談員等の専門員に係る経費

報償費 審査会等の委員に対する諸謝金

報酬

需用費 消耗品等

その他 賃借料、共済費等

役務費

診療報酬明細書の審査及び支払い事務に
対する経費

C.ニチイ学館 D.一般社団法人長崎市医師会



支出先上位１０者リスト

A.

B

C

D

-

-

- 100％

4000020420000

随意契約
（その他）

- 100％

6000020422011 666

145

委託契約に基づき事業を
実施。医療の実施につい
て、医療機関等へ委託

随意契約
（その他）

委託契約に基づき事業を
実施。医療の実施につい
て、医療機関等へ委託

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要
入札者数

（応募者数）
落札率契約方式等

8

9

6

7

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

10 - 要医療性の診断実施 0
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 要医療性の診断実施 0
随意契約
（その他）

- 100％ -

1

4

5

2

3

（公財）長崎原子爆
弾被爆者対策協議
会

- 要医療性の診断実施 3
随意契約
（その他）

- 100％ -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1

2

（株）ニチイ学館 3010001025868 レセプトの点検 5
一般競争契約
（最低価格）

1 97％ -

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

長崎県国民健康保
険団体連合会

-
診療報酬の審査及び支払
の実施

663
随意契約
（その他）

- -

随意契約
（その他）

- 100％ -2

100％

長崎県社会保険診
療報酬支払基金

-
診療報酬の審査及び支払
の実施

43

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

2

法　人　番　号

長崎市

長崎県

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

（一社）長崎市医師
会

4310005007204 レセプトの点検 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

（一社）長崎市医師
会

4310005007204 要医療性の診断実施 8
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

Ａ病院

Ｂ病院

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 要医療性の診断実施 1
随意契約
（その他）

- 100％ -

Ｄ病院

Ｈ病院

Ｇ病院

Ｃ病院

Ｅ病院

Ｆ病院



E

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - - - - - - -

9

10

7

8

- 医療の実施 21
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 15
随意契約
（その他）

- 100％ -

100％ -

1

2

5

6

3

4

- 医療の実施 27
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 27
随意契約
（その他）

- 100％ -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）
契約方式

入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1

契　約　先

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

- 医療の実施 28
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 26
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 24
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 22
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 13
随意契約
（その他）

- 100％ -

- 医療の実施 12
随意契約
（その他）

-

Ｈ病院

Ｊ病院

Ｄ病院

Ａ病院

Ｂ病院

Ｃ病院

Ｅ病院

Ｆ病院

Ｇ病院

Ｉ病院


